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(57)【要約】
【課題】処理槽の底部への作業者の侵入が可能でありな
がらにして、規模が小さい処理槽にも適用することが可
能と汚濁物捕捉用構造体を提供する。
【解決手段】処理槽４を上部室５と下部室６とに上下区
画する区画床７と、この区画床７に設けられ、かつ、当
該区画床７上の一部である第１領域１１に流入した廃水
を堰き止めると共に当該廃水を当該区画床７上の第２領
域１２へと越流可能とする堰部８と、第１領域１１に設
けられ、かつ、堰部８によって堰き止められた廃水を下
部室６へ流す入口部９と、第２領域１２に設けられ、か
つ、下部室６内の廃水を当該第２領域１２へ流す出口部
１０と、区画床７を全体として処理槽４から取り外し可
能に当該処理槽４に取り付けている取り付け部１５とを
備えている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃水に含まれている汚濁物の含有率を低下させるために処理槽に設置される汚濁物捕捉
用構造体であって、
　前記処理槽を、廃水が流入する上部室と、廃水に含まれている汚濁物を捕捉する下部室
とに上下区画する区画床と、
　前記区画床に設けられ、かつ、当該区画床上の一部である第１領域に流入した廃水を堰
き止めると共に当該廃水を当該区画床上にある前記第１領域外の第２領域へと越流可能と
する堰部と、
　前記第１領域に設けられ、かつ、前記堰部によって堰き止められた廃水を前記下部室へ
流す入口部と、
　前記第２領域に設けられ、かつ、前記下部室内の廃水を当該第２領域へ流す出口部と、
　前記区画床を全体として前記処理槽から取り外し可能に当該処理槽に取り付けている取
り付け部と、
　を備えたことを特徴とする汚濁物捕捉用構造体。
【請求項２】
　前記取り付け部は、前記区画床を前記処理槽に取り外し可能として固定するための固定
部材を、当該区画床の上面から上側に有している請求項１に記載の汚濁物捕捉用構造体。
【請求項３】
　前記取り付け部は、前記処理槽の側壁に固定され前記区画床を載せた状態として下から
支持する固定部材を有している請求項１に記載の汚濁物捕捉用構造体。
【請求項４】
　前記区画床の上面側に把手が設けられている請求項１から３のいずれか一項に記載の汚
濁物捕捉用構造体。
【請求項５】
　前記把手は、前記下部室と前記上部室とを通気する中空管からなる請求項４に記載の汚
濁物捕捉用構造体。
【請求項６】
　廃水に含まれている汚濁物の含有率を低下させるために処理槽に設置される汚濁物捕捉
用構造体であって、
　前記処理槽を、廃水が流入する上部室と、廃水に含まれている汚濁物を捕捉する下部室
とに上下区画する区画床と、
　前記区画床に設けられ、かつ、当該区画床上の一部である第１領域に流入した廃水を堰
き止めると共に当該廃水を当該区画床上にある前記第１領域外の第２領域へと越流可能と
する堰部と、
　前記第１領域に設けられ、かつ、前記堰部によって堰き止められた廃水を前記下部室へ
流す入口部と、
　前記第２領域に設けられ、かつ、前記下部室内の廃水を当該第２領域へ流す出口部と、
　前記区画床の内の、前記堰部、前記入口部、及び前記出口部の少なくとも一つを含んだ
一部分を、当該区画床の内の残りの部分に対して折り曲げることで開閉させるヒンジ部と
、
　を備えたことを特徴とする汚濁物捕捉用構造体。
【請求項７】
　前記区画床に設けられ、前記上部室から前記下部室内を視覚により確認させる点検窓を
備えている請求項１から６のいずれか一項に記載の汚濁物捕捉用構造体。
【請求項８】
　槽本体、汚濁物が含まれている廃水を前記槽本体に流入させる流入口、及び廃水を前記
槽本体外へ流出させる流出口を有する処理槽と、
　前記汚濁物の含有率を低下させるために前記槽本体内に設置されて用いられる汚濁物捕
捉用構造体と、を備え、
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　前記汚濁物捕捉用構造体が請求項１から７のいずれか一項に記載の汚濁物捕捉用構造体
であることを特徴とする汚濁物捕捉設備。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃水に含まれている汚濁物の含有率を低下させるために処理槽に設置される
汚濁物捕捉用構造体、及びこの装置と処理槽とを備えた汚濁物捕捉設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、自動車が走行する道路の路面には、土砂、粉塵、自動車から排出され空気中を
浮遊していた粒子状物質、さらには、自動車から流れ出したオイルや燃料のような油分等
が堆積していることがある。このような路面の堆積物は、降雨時に、雨水に混ざって汚濁
物となり路面から側溝へと流れ、その後、河川や、道路の周囲にある田畑へ流出すること
から、河川や田畑の水質汚染を引き起こす原因の一つとなっている。
【０００３】
　そこで、このような汚濁物を含んだ雨水が河川等へと流れ出る前に、雨水から汚濁物を
分離し、汚濁物の含有率を低減させて雨水を下流側へと流すことが提案されている。そこ
で、この機能を備えた設備として、例えば、特許文献１に記載のものがある。
　特許文献１に記載の設備は、地中に設置された処理槽内を上部室と下部室とに上下区画
する区画床を備えており、この区画床に、上部室に流入した雨水を堰き止める堰部と、堰
き止められた雨水を下部室へ流す入口管と、下部室内に溜まった雨水を上部室に流す出口
管とが設けられている。
【０００４】
　この設備によれば、汚濁物を含む雨水が上部室から入口管を通って下部室へ流れると、
下部室ではその流速が遅くなることから、汚濁物の内の、例えば粒子状物質は沈殿物とな
って下部室に堆積し、また、汚濁物の内の油分は下部室で浮上物となり、沈殿物及び浮上
物は下部室で捕捉される。これにより汚濁物の含有率が低下した雨水を、区画床に設けら
れた出口管を通じて上部室へと流し、そして、処理槽からその下流の河川等へと流すこと
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５８４９１８１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記の設備では、やがて下部室に汚濁物が溜まるため、定期的に清掃（メンテナンス）
が必要となる。このために、特許文献１に記載の設備では、区画床に、作業者が通過でき
るマンホールが更に設けられている。
【０００７】
　区画床に、堰部、入口管、出口管、及びマンホール等の各機能部を設けるためには、区
画床全体が充分に広い必要がある。特にマンホールは、作業者が通過するだけの大きさを
要することから、区画床は全体として大きいものとなり、このような区画床を処理槽に取
り付け可能とするためには、処理槽の断面（直径）は充分に大きくなければいけない。
　つまり、従来では、前記のような汚濁物の含有率を低下させる機能を、大きな断面を有
する大型の処理槽にしか、適用することができなかった。
【０００８】
　そこで、本発明は、処理槽の底部への作業者の侵入が可能でありながらにして、規模が
小さい処理槽にも適用することが可能となる汚濁物捕捉用構造体、及びこの装置を備えた
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汚濁物捕捉設備を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、廃水に含まれている汚濁物の含有率を低下させるために処理槽に設置される
汚濁物捕捉用構造体であって、前記処理槽を、廃水が流入する上部室と、廃水に含まれて
いる汚濁物を捕捉する下部室とに上下区画する区画床と、前記区画床に設けられ、かつ、
当該区画床上の一部である第１領域に流入した廃水を堰き止めると共に当該廃水を当該区
画床上にある前記第１領域外の第２領域へと越流可能とする堰部と、前記第１領域に設け
られ、かつ、前記堰部によって堰き止められた廃水を前記下部室へ流す入口部と、前記第
２領域に設けられ、かつ、前記下部室内の廃水を当該第２領域へ流す出口部と、前記区画
床を全体として前記処理槽から取り外し可能に当該処理槽に取り付けている取り付け部と
を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、堰部、入口部、及び出口部が区画床に設けられており、前記取り付け
部は、この区画床を全体として処理槽から取り外し可能に当該処理槽に取り付けているの
で、区画床を処理槽から取り外すことで、汚濁物捕捉用構造体を丸ごと処理槽から取り除
くことができる。このため、例えばメンテナンスのために、汚濁物捕捉用構造体を取り除
けば、処理槽の底部（下部室に相当する空間）へ作業者が侵入することが可能となる。こ
の結果、作業者が侵入するための専用の通路（マンホール）を区画床に設ける必要がなく
、処理槽が小規模なものであっても、汚濁物捕捉用構造体を適用することが可能である。
【００１１】
　また、前記取り付け部は、前記区画床を前記処理槽に取り外し可能として固定するため
の固定部材を、当該区画床の上面から上側に有しているのが好ましい。
　この場合、固定部材によって、区画床を処理槽に取り外し可能として固定することがで
き、また、この固定部材が区画床の上面から上側に存在しているので、処理槽の上部室側
から区画床を取り外す作業が容易となる。
　または、前記取り付け部は、前記処理槽の側壁に固定され前記区画床を載せた状態とし
て下から支持する固定部材を有している構成とすることもできる。
　この場合、固定部材を処理槽の側壁に固定し、この固定部材の上に区画床を載せること
で、汚濁物捕捉用構造体を処理槽に取り付けることができ、また、区画床は、固定部材の
上に載った状態で下から支持されているため、区画床を上に持ち上げることで全体として
処理槽から取り外すことができる。
【００１２】
　また、前記区画床の上面側に把手が設けられているのが好ましく、この場合、区画床を
処理槽から取り外す際に、作業者が把手を掴むことができ、汚濁物捕捉用構造体の取り外
しの作業が容易となる。
　そして、前記把手を、前記下部室と前記上部室とを通気する中空管とすることができる
。この場合、上部室に流入した廃水を下部室に流す際に、下部室から上部室へと空気を逃
がすのが好ましいが、中空管によりこの排気を行うことができ、そして、この中空管を把
手としても機能させることができる。
【００１３】
　また、本発明は、廃水に含まれている汚濁物の含有率を低下させるために処理槽に設置
される汚濁物捕捉用構造体であって、前記処理槽を、廃水が流入する上部室と、廃水に含
まれている汚濁物を捕捉する下部室とに上下区画する区画床と、前記区画床に設けられ、
かつ、当該区画床上の一部である第１領域に流入した廃水を堰き止めると共に当該廃水を
当該区画床上にある前記第１領域外の第２領域へと越流可能とする堰部と、前記第１領域
に設けられ、かつ、前記堰部によって堰き止められた廃水を前記下部室へ流す入口部と、
前記第２領域に設けられ、かつ、前記下部室内の廃水を当該第２領域へ流す出口部と、前
記区画床の内の、前記堰部、前記入口部、及び前記出口部の少なくとも一つを含んだ一部
分を、当該区画床の内の残りの部分に対して折り曲げることで開閉させるヒンジ部とを備
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えたことを特徴とする。
【００１４】
　本発明によれば、堰部、入口部、及び出口部が区画床に設けられており、ヒンジ部は、
この区画床の内の堰部、入口部、及び出口部の少なくとも一つを含んだ一部分を、当該区
画床の内の残りの部分に対して折り曲げることで開閉させるので、当該一部分を開状態と
することにより、例えばメンテナンスのために、処理槽の底部（下部室）へ、作業者が侵
入することが可能となる。このため、作業者が侵入するための専用の通路（マンホール）
を区画床に設ける必要がなく、処理槽が小規模なものであっても、汚濁物捕捉用構造体を
適用することが可能である。
【００１５】
　また、前記汚濁物捕捉用構造体は、前記区画床に設けられ、前記上部室から前記下部室
内を視覚により確認させる点検窓を備えているのが好ましく、この場合、下部室に溜まっ
た汚濁物を、作業者が上部室から視覚により確認することができ、処理槽のメンテナンス
の要否の確認作業が容易となる。
【００１６】
　また、本発明の汚濁物捕捉設備は、槽本体、汚濁物が含まれている廃水を前記槽本体に
流入させる流入口、及び廃水を前記槽本体外へ流出させる流出口を有する処理槽と、前記
汚濁物の含有率を低下させるために前記槽本体内に設置されて用いられる前記汚濁物捕捉
用構造体とを備えたことを特徴とする。
　前記汚濁物捕捉用構造体と同様に、本発明の汚濁物捕捉設備によれば、作業者が侵入す
るための専用の通路（マンホール）を区画床に設ける必要がなく、小規模な処理槽に汚濁
物捕捉用構造体を適用することが可能である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、作業者が処理槽の底部へ侵入するために、専用の通路（マンホール）
を区画床に設けなくてもよいため、規模が小さい処理槽にも汚濁物捕捉用構造体を設置す
ることが可能となる。このため、汚濁物捕捉設備の全体は小さくて済み、少ない用地でも
設備を設けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】汚濁物捕捉設備の実施の一形態を示す斜視図である。
【図２】処理槽及び汚濁物捕捉用構造体を上から見た断面図である。
【図３】処理槽及び汚濁物捕捉用構造体を側方から見た断面図である。
【図４】第２実施形態の汚濁物捕捉用構造体及び処理槽を示している説明図である。
【図５】第３実施形態の汚濁物捕捉用構造体及び処理槽を側方から見た断面図である。
【図６】図２に示している汚濁物捕捉用構造体のＢ－Ｂ矢視の断面図である。
【図７】点検窓の説明図である。
【図８】入口部の説明図である。
【図９】（ａ）は、汚濁物捕捉用構造体及び処理槽を側面から見た断面図であり、（ｂ）
は、上から見た断面図である。
【図１０】汚濁物捕捉用構造体の変形例を示している平面図である。
【図１１】汚濁物捕捉用構造体の変形例を示している斜視図である。
【図１２】汚濁物捕捉設備の説明図である。
【図１３】汚濁物捕捉設備の説明図である。
【図１４】処理槽及び汚濁物捕捉用構造体を側方から見た断面図であり、取り付け部の変
更例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
［１　汚濁物捕捉設備及び処理槽について］
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　［１．１　汚濁物捕捉設備］
　図１は、汚濁物捕捉設備の実施の一形態を示す斜視図であり、一部を断面で示している
。この汚濁物捕捉設備は、廃水に含まれている汚濁物の含有率を低下させて廃水を下流側
へ流すための設備であり、例えば地中に設置されている処理槽４と、前記汚濁物を捕捉す
るために処理槽４内に設置されている汚濁物捕捉用構造体１とを有している。なお、本実
施形態では、処理槽４は地中に設置されたマンホールからなる。
【００２０】
　前記廃水は、例えば、降雨時に道路から側溝へと流れた雨水であり、この雨水が処理槽
４に流入する。この雨水には汚濁物が含まれており、当該汚濁物には、道路に堆積してい
た土砂、粉塵、自動車から排出され空気中を浮遊していた粒子状物質、さらには、事故等
により自動車から流れ出したオイルや燃料のような油分等がある。このような汚濁物が混
ざった雨水は道路の側溝から、その下流側にあって道路の側部等の地中に設置されている
処理槽４へ到達する。
【００２１】
　［１．２　処理槽４］
　処理槽（マンホール）４の上壁４ａに、路面に開口する開口部４ｃが設けられており、
通常、マンホール蓋４ｄによって閉じられている。処理槽４は、汚濁物が含まれている廃
水を流入させる流入口４１、流入した廃水の汚濁物の含有率を低下させる槽本体４２、及
び廃水を槽本体４２外へ流出させる流出口４３を有している。流入口４１及び流出口４３
は処理槽４の側壁４ｂに設けられており、上流側にある前記側溝（図示せず）から延びて
いる流入管４４が流入口４１に繋がっており、流出口４３には流出管４５が繋がっている
。
【００２２】
　槽本体４２は、汚濁物捕捉用構造体１が有している区画床７によって、廃水が槽本体４
２内へ流入する及び廃水を槽本体４２外へ流出させる上部室５と、この上部室５の下方に
形成されている下部室６とに上下区画されている。後に説明するが、下部室６では、汚濁
物捕捉用構造体１との共同により、汚濁物が捕捉される。槽本体４２は内部に空間を有す
る円柱形状であり、上部室５ではその下部側に廃水が存在し上部側は空間を成すが、下部
室６では廃水が満水状態となる。
【００２３】
　［１．３　汚濁物捕捉設備の他の実施例］
　前記のように、汚濁物捕捉設備は、単一の処理槽４と、この処理槽４に設置された汚濁
物捕捉用構造体１とからなる構成であってもよいが、複数の処理槽４からなる処理槽群と
、これら処理槽４それぞれに設置された汚濁物捕捉用構造体１とからなる構成であっても
よい。すなわち、図１２に示しているように、流入口４１、槽本体４２、及び流出口４３
をそれぞれ有した上流側の処理槽４Ｕ及び下流側の処理槽４Ｄを備えており、処理槽４Ｕ
，４Ｄが、廃水の上下流方向に間隔をあけて直列に設けられている。そして、処理槽４Ｕ
，４Ｄそれぞれに汚濁物捕捉用構造体１が設けられている。図１２では、汚濁物捕捉用構
造体１を簡略化して記載している。そして、上流側の処理槽４Ｕの流出口４３と、下流側
の処理槽４Ｄの流入口４１とを繋げる上連結管４９が設けられている。
【００２４】
　また、処理槽４Ｕ，４Ｄそれぞれの下部室６では、廃水に含まれている汚濁物が捕捉さ
れるが、本実施例では、上流側の処理槽４Ｕの下部室６と、下流側の処理槽４Ｄの下部室
６とが、下連結管５０によって繋がっている。このため、上流側の処理槽４Ｕの下部室６
で汚濁物を捕捉しきれなかった廃水が、下連結管５０によって下流側の処理槽４Ｄの下部
室６に流れ、当該処理槽４Ｄの下部室６で汚濁物を捕捉することが可能となる。
　また、この図１２の実施例では、処理槽４Ｕ，４Ｄを新設する場合の他に、処理槽４Ｕ
，４Ｄを既設のものとすることができる。
【００２５】
　処理槽４Ｕ，４Ｄ及び汚濁物捕捉用構造体１を新設する場合、上流側の処理槽４Ｕの流
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出口４３と下流側の処理槽４Ｄの流入口４１とを、上連結管４９によって繋げ、これら処
理槽４Ｕ，４Ｄそれぞれに汚濁物捕捉用構造体１を設置することにより汚濁物捕捉設備を
構成することができる。このため、新設の際に、処理槽４Ｕ，４Ｄのレイアウトを自在に
設定することができ、効率良く土地を利用することが可能となる。
　また、既設の処理槽４Ｕ，４Ｄを用いる場合、上流側となる既設の処理槽４Ｕの流出口
４３と、下流側となる既設の処理槽４Ｄの流入口４１とを上連結管４９によって繋げ、こ
れら処理槽４Ｕ，４Ｄそれぞれに汚濁物捕捉用構造体１を設置することで、汚濁物捕捉設
備が構成される。このように、既設の処理槽４Ｕ，４Ｄを用いることで、土地を効率良く
利用して汚濁物捕捉設備を得ることができる。
【００２６】
　処理槽を新設する場合及び既設の処理槽を用いる場合の双方において、汚濁物の捕捉が
処理槽４Ｕ，４Ｄで行われるが、これら処理槽４Ｕ，４Ｄが直列に設けられているため、
汚濁物の取りこぼしを減らし、汚濁物の捕捉処理能力を高めることができる。
　なお、処理槽４Ｕ，４Ｄそれぞれに設置される汚濁物捕捉用構造体１は同じものである
。以下、処理槽に設置される汚濁物捕捉用構造体１について説明する。
【００２７】
［２　汚濁物捕捉用構造体１について］
　［２．１　第１実施形態］
　図２は処理槽４及び汚濁物捕捉用構造体１を上から見た断面図である。図１と図２にお
いて、汚濁物捕捉用構造体１は、廃水に含まれている汚濁物を槽本体４２内（下部室６）
で捕捉し、廃水を槽本体４２外へ流出させるために用いられるものであり、槽本体４２内
の中間高さ位置に設置される。汚濁物捕捉用構造体１は、前記区画床７と、この区画床７
上の一部である第１領域１１に流入した廃水を当該第１領域１１に堰き止める堰部８と、
この堰部８によって堰き止められた廃水を下部室６へ流す入口部９と、下部室６内に溜ま
った廃水を区画床７上にある第１領域１１外の第２領域１２へ流す出口部１０とを備えて
いる。
　本実施形態の入口部９及び出口部１０それぞれは、管部材（後述の導水管）９ａ及び管
部材１０ａを有しており、これら管部材９ａ，１０ａ及び堰部８は区画床７に一体となっ
て設けられている。
【００２８】
　また、汚濁物捕捉用構造体１は、下部室６と上部室５とを通気する中空管１９を備えて
いる。中空管１９の下端は区画床７に取り付けられており、上方に向かって延び、その上
端は堰部８の上端よりも高く設定されている。この中空管１９は、上部室５の廃水が下部
室６へ流れる際に、下部室６の空気を上部室５へと通気するエア抜きのためのものである
。
【００２９】
　区画床７は、槽本体４２の内周面の全周と共通する外周輪郭形状を有し槽本体４２を上
下に区画する部分となる本体部１３と、本体部１３の外周端縁から下方に延びて側壁４ｂ
に嵌った状態となる筒部１４とを有している。筒部１４と本体部１３とは一体として構成
されている。また、汚濁物捕捉用構造体１は、区画床７を槽本体４２に取り付けている取
り付け部１５を備えている。この取り付け部１５は、区画床７を全体として槽本体４２か
ら取り外し可能である。なお、取り付け部１５の構成については後に説明する。
【００３０】
　前記堰部８は、区画床７の一部によって構成されており、流入口４１側から徐々に高く
なる隆起部として構成されている。堰部８は、前記第１領域１１に流入した廃水を堰き止
めると共に、当該廃水を第１領域１１外の第２領域へと越流可能とする。流入した廃水は
堰部８によって溜められるが、廃水の流入量が増えその水位が頂部８ｔを越えることで廃
水は当該頂部８ｔを越流する。堰部８によって廃水が堰き止められる領域が第１領域１１
であり、この第１領域１１以外の領域が第２領域１２である。第２領域１２は、第１領域
１１よりも低い位置にある。また、第２領域１２の床面は水平面とされており、第２領域
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１２の床面は、流出口４３の下端とほぼ同じ高さに設定されている。
　区画床７の内の、堰部８の上流側（流入口４１側）の裾部中央には、水平状の面を有す
る底部７ａが形成されており、この底部７ａに前記管部材９ａが取り付けられている。こ
の底部７ａは区画床７の一部である。
【００３１】
　図３は、側方から見た断面図である。入口部９の管部材９ａは、区画床７の第１領域１
１に取り付けられている。管部材９ａの上端は上部室５に開口しており、下端は区画床７
の本体部１３の下面１３ａよりも下に位置しており、下部室６で開口している。なお、上
端は上方に向かって開口しているが、下端は槽本体４２の周方向（水平方向）に向かって
開口している。これにより、堰部８によって堰き止められた廃水は、管部材９ａを通って
下部室６へ流れ落ち、管部材９ａの下端から水平方向に放出され、廃水は下部室６内で周
方向のゆっくりとした循環流となる。
【００３２】
　特に、入口部９の管部材９ａは、廃水を渦流として下部室６へと導くために、断面が円
形である導水管からなる。このような導水管によれば、堰部８によって堰き止められてい
る廃水を、渦流として下部室６へと導くことから、堰部８によって堰き止められた廃水の
水面付近で浮上する汚濁物（特に油分）を、廃水の渦流に巻き込ませて下部室６へと流し
やすくする。
【００３３】
　下部室６は流入部４１及び管部材９ａに比べて断面が大きいため、下部室６内に放出さ
れた廃水の流速は、流入部４１及び管部材９ａを通過する廃水の流速よりもはるかに遅い
。このため、廃水に含まれていた汚濁物の内の、例えば粒子状物質は沈殿物となって満水
状態にある下部室６に堆積し、また、汚濁物の内の油分は満水状態にある下部室６で浮上
物となる。このため、沈殿物及び浮上物は下部室６で捕捉される。
【００３４】
　前記出口部１０の管部材１０ａは、区画床７の第２領域１２に取り付けられており、上
端は上方に向かって開口し、下端は下方に向かって開口している。図３において、管部材
１０ａの上端は、第２領域１２と同じ高さで開口しており、下端は、区画床７の本体部１
３の下面１３ａよりも下に位置し、下部室６で開口している。
　また、通常時では、堰部８によって第１領域１１で堰き止められている廃水の水位は、
第２領域１２にある廃水の水位よりも高くなる。このため、上部室５の廃水は管部材９ａ
を通って下部室６へと自然に流れ、下部室６の廃水は管部材１０ａを通って上部室５の第
２領域へと自然に流れ出ることができる。
【００３５】
　さらに、第１領域１１において、区画壁７上の底部７ａから堰部８の頂部８ｔまでの高
さによって、廃水が越流する際の水深が決定されるが、当該高さは、例えば、１５０ｍｍ
程度に設定される。この場合、底部７ａと第２領域１２の床面の高さとの差は、７５ｍｍ
程度である。また、後に説明するが、別の汚濁物捕捉用構造体１（図１１参照）では、底
部７ａから堰部８の頂部８ｔまでの高さは、２００ｍｍ程度に設定されており、底部７ａ
と第２領域１２の床面の高さとの差は、２５ｍｍ程度である。
　なお、堰部８の高さ、及び底部７ａと第２領域１２の床面との高さの差は、任意に設定
することができるが、第１領域１１と第２領域１２との廃水の水頭差に影響を与え、処理
槽４内での廃水の流速に影響を与える。このため、これら値は、下部室６において、汚濁
物が沈殿したり浮上したりできる程度にゆっくりとした廃水の流れとなるように、設定さ
れる。
【００３６】
　図１と図３とにおいて、区画床７を槽本体４２に取り付けるための前記取り付け部１５
について説明する。取り付け部１５は、区画床７の本体部１３の外周端縁から上方に延び
て槽本体４２の側壁４ｂの内周面に嵌る形状を有する鍔部１６と、この鍔部１６に取り付
けられ当該鍔部１６を側壁４ｂに固定する固定部材としてのボルト１７とを有している。
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なお、鍔部１６と本体部１３とは一体として構成されている。本実施形態の鍔部１６は、
側壁４ｂの内周面の全周に沿った形状を有する筒形状である。
　図３の拡大図において、側壁４ｂには、ねじ穴を有するアンカー部材１８が埋設されて
おり、鍔部１６には貫通孔１６ａが形成されており、ボルト１７が貫通孔１６ａを挿通し
てアンカー部材１８にねじ止め固定される。なお、ボルト１７、アンカー部材１８及び貫
通孔１６ａは、周方向で複数箇所に設けられている。
【００３７】
　この取り付け部１５によれば、区画床７を全体として槽本体４２に固定することができ
、しかも、ボルト１７を取り外すことで、区画床７を全体として槽本体４２から取り外す
ことができる。さらに、このボルト１７は、区画床７の本体部１３の上面から上側に設け
られているため、作業者は、上部室５側から区画床７（汚濁物捕捉用構造体１）を取り外
す作業が容易となる。
【００３８】
　また、区画床７の上面側の中央部に把手が設けられており、本実施形態では、この把手
は前記中空管１９からなる。つまり、区画床７（汚濁物捕捉用構造体１）を取り外す際、
作業者は、この中空管１９を掴むことができ、取り外しの作業が容易となる。
　区画床７、この区画床７と一体である堰部８、管部材９ａ，１０ａ、中空管１９、筒部
１４、及び鍔部１６は、金属製とすることもできるが、軽量化を図るため、本実施形態で
は樹脂製であり、特にＦＲＰとするのが好ましい。
【００３９】
　以上のような汚濁物捕捉設備によれば、廃水に含まれていた汚濁物を下部室６で捕捉し
汚濁物の含有率を低下させ、処理槽４外へと流出させることができる。
　そして、堰部８、入口部９の管部材９ａ、及び出口部１０の管部材１０ａ等が区画床７
に設けられていることから、汚濁物捕捉用構造体１を一体物として取り扱うことができる
。そして、鍔部１６及びボルト１７を備えた取り付け部１５によって、この区画床７を全
体として槽本体４２から取り外すことができるので、汚濁物捕捉用構造体１を丸ごと槽本
体４２から取り除くことができる。
【００４０】
　このため、例えば、下部室６に溜まった汚濁物を除去する清掃を行うために、廃水が抜
き出されかつ汚濁物捕捉用構造体１が取り除かれた処理槽４の底部（下部室６に相当する
空間）へ、作業者が侵入することが可能となる。
　このようなことから、作業者が侵入するための専用の通路（マンホール）を、区画床７
に設ける必要がないため、処理槽４が小規模なものであっても、汚濁物捕捉用構造体１を
適用することができる。例えば、内径が１２００ミリや９００ミリ程度である処理槽４に
、汚濁物捕捉用構造体１を設置することが可能となる。また、処理槽４は、新設のマンホ
ールであってもよいが、既設のマンホールとすることもできる。
【００４１】
　図１４は、処理槽４及び汚濁物捕捉用構造体１を側方から見た断面図であり、取り付け
部１５の変更例を示している。図１４では、取り付け部１５の形態が図３と異なるが、そ
の他は、図３と同じである。つまり、図１４の取り付け部１５は、処理槽４の側壁４ｂに
固定され区画床７を載せた状態として下から支持する固定部材１１７を有している。
　図１４の実施形態では、固定部材１１７は、直交する一片１１７ａと他片１１７ｂとを
有した断面Ｌ字形の部材であり、一片１１７ａが側壁４ｂにボルト（アンカー）１１８に
よって固定されている。そして、他片１１７ｂが側壁４ｂから処理槽４の中央側へと突出
した状態となる。なお、固定部材１１７は、処理槽４に複数カ所について同じ高さで設置
されている。
【００４２】
　この場合、固定部材１１７の一片１１７ａを処理槽４の側壁４ｂに固定し、この固定部
材１１７の他片１１７ｂの上に区画床７の筒部１４を載せることで、汚濁物捕捉用構造体
１を処理槽４に取り付けることができる。また、固定部材１１７による区画床７の支持は
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、区画床７が他片１１７ｂの上に載った状態のみで実現されているため、区画床７を上に
持ち上げることで全体として処理槽４から取り外すことが可能となる。また、この場合、
区画床７を処理槽４に設置する前に、固定部材１１７の設置高さを設定することで、区画
床７の設置高さの調整を行うことができるので、施工性を高めることができる。
【００４３】
　［２．２　第２実施形態］
　図４は、第２実施形態の汚濁物捕捉用構造体１及び処理槽４の一部を示している説明図
であり、（ａ）は上から見た断面図であり、（ｂ）は側方から見た断面図である。この第
２実施形態と前記第１実施形態とでは、処理槽４の構成は同じであり、また、汚濁物捕捉
用構造体１において、区画床７、堰部８、入口部９、出口部１０、及び中空管１９それぞ
れについて、各機能を発揮するための基本構成は同じである。
【００４４】
　また、この第２実施形態及び前記第１実施形態（図３）では、入口部９は分解可能な構
成である。つまり、図３と図４（ｂ）とに示しているように、入口部９の管部材９ａは、
区画床７の本体部１３に固定されている第１部材９ａ－１、第１部材９ａ－１の上部に取
り付けられ廃水の取り入れ口となる円筒部２１を有する第２部材９ａ－２、及び第１部材
９ａ－１の下部に取り付けられ廃水の放出口を有している第３部材９ａ－３からなる。第
２部材９ａ－２及び第３部材９ａ－３を、第１部材９ａ－１に嵌め込むことで、管部材９
ａは組み立てられており、また、第２部材９ａ－２及び第３部材９ａ－３は、第１部材９
ａ－１から取り外し可能である。
【００４５】
　そして、第１実施形態の汚濁物捕捉用構造体１と異なる点は、区画床７の内の、堰部８
、入口部９、及び出口部１０の少なくとも一つを含んだ一部分を、当該区画床７の内の残
りの部分に対して折り曲げることで開閉させるヒンジ部２０を備えている点である。
　図４の第２実施形態の汚濁物捕捉用構造体１では、ヒンジ部２０によって、区画床７の
内の入口部９（第１部材９ａ－１）を含んだ一部分Ａ１（図４でクロスハッチが付されて
いる部分）が、当該一部分Ａ１以外の残りの部分Ａ２に対して折り曲がる構成である。
　この一部分Ａ１の面積（縦寸法及び横寸法）は、作業者の通過を妨げない程度の大きさ
である。この一部分Ａ１がヒンジ部２０によって上に跳ね上げられ開状態となることによ
り形成された開口から、作業者は、上部室５から下部室６へと侵入することができる。
　なお、この一部分Ａ１を上に折り曲げて開いた状態とするために、管部材９ａの第２部
材９ａ－２及び第３部材９ａ－３を、第１部材９ａ－１から取り外しておく。
【００４６】
　［２．３　第３実施形態］
　図５は、第３実施形態の汚濁物捕捉用構造体１及び処理槽４の一部を側方から見た断面
図である。この第３実施形態と前記各実施形態とでは、処理槽４の構成は同じであり、ま
た、汚濁物捕捉用構造体１において、区画床７、堰部８、入口部９、出口部１０、及び中
空管１９それぞれについて、各機能を発揮するための基本構成は同じである。
　この第３実施形態は、第２実施形態の変形例であり、第２実施形態の汚濁物捕捉用構造
体１と異なる点は、区画床７の内のヒンジ部２０によって開閉される部分である。この第
３実施形態では、ヒンジ部２０によって、区画床７の内の堰部８（堰部８の一部）を含ん
だ一部分Ａ１１が、当該区画床７の内の残りの部分Ａ１２に対して折り曲がることで開閉
する。
【００４７】
　このように堰部８の一部が開閉することから、当該堰部８及び出口部１０の構成が、前
記各実施形態と異なる。すなわち、堰部８の内の、ヒンジ部２０によって開閉する前記一
部は、平板部材８ａからなり、また、出口部１０（管部材１０ａ）の断面積は、作業者の
通過を妨げない程度に大きい。そして、前記平板部材８ａの下方に出口部１０の一部が存
在している。この構成により、堰部８を小さく（低く）することなく、かつ、下部室６の
清掃の際には、平板部材８ａを跳ね上げることで、作業者が出口部１０を通過することが
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できる。
【００４８】
　以上の第２実施形態及び第３実施形態によれば、ヒンジ部２０は、区画床７の一部分（
Ａ１又はＡ１１）を、残りの部分（Ａ２又はＡ１２）に対して折り曲げることで開くこと
ができる。このため、下部室６に溜まった汚濁物を除去する清掃を行うために、前記一部
分（Ａ１又はＡ１１）を開いて形成した開口を通じて、廃水が抜き出された処理槽４の底
部へ、作業者が侵入することが可能となる。したがって、作業者が侵入するための専用の
通路（マンホール）を区画床７に設ける必要がなく、処理槽４が小規模なものであっても
汚濁物捕捉用構造体１を適用することができる。
【００４９】
［３　汚濁物捕捉用構造体１のその他の機能部について］
　前記各実施形態の汚濁物捕捉用構造体１が備えることのできるその他の機能部について
説明する。なお、以下の各機能部は、前記各実施形態それぞれに適用可能である。
　［３．１　点検窓２２について］
　図６は、図２に示している汚濁物捕捉用構造体１のＢ－Ｂ矢視の断面図である。この汚
濁物捕捉用構造体１は、上部室５から下部室６内を視覚により作業者に確認させるための
点検窓２２を備えている。点検窓２２は区画床７の一部に設けられており、本実施形態で
は、区画床７の本体部１３の内、第１領域１１にある床部７ｂに設けられている。床部７
ｂは、入口部９（前記底部７ａ）の両側に形成されている部分であり、水平状となってい
る。
【００５０】
　図７は点検窓２２の説明図であり、（ａ）は側方から見た断面図であり、（ｂ）は平面
図である。点検窓２２は、可視光を透過させる材質からなる窓本体部材２２ａを有してお
り、窓本体部２２ａは、例えば透明無色のガラス製である。窓本体部材２２ａの内周面及
び外周面は、下に尖った円錐形状であり、床部７ｂに形成された貫通孔７ｃに取り付けら
れている。
　窓本体部２２ａには目盛り２３が付されている。目盛り２３は高さ方向についての寸法
を示したものであり、床部７ｂの下面７ｂ－ｂからの深さを示している。前記のとおり、
下部室６では廃水が満水状態にあり、廃水に含まれていた汚濁物の内の油分は、下部室６
で浮上して浮上物Ｆとなる。そこで、この浮上物Ｆの量（捕捉した量）を窓本体部材２２
ａ及び目盛り２３によって、作業者は上部室５側から確認することができ、処理槽２の清
掃の要否の確認作業が容易となる。
【００５１】
　［３．２　入口部９の円筒部２１について］
　前記のとおり、入口部９の管部材９ａ（図１参照）は、廃水を渦流として下部室６へと
導く導水管からなるが、さらに、渦流を発生しやすくするために、図８に示しているよう
に、入口部９は、第１領域１１の底部７ａから上に突出し、上端部から廃水を取り入れる
円筒部２１を有している。本実施形態では、円筒部２１は、管部材９ａの第２部材９ａ－
２に設けられている。
　第１領域１１の入口部８及びその周辺部では、堰部８及び両側の床部７ｂが、底部７ａ
よりも高くなっており、ほぼすり鉢形状となっており、その中央に円筒部２１が設けられ
ている。このため、流入口４１から流入した廃水は、堰部８によって堰き止められると共
に、円筒部２１の外周に沿って誘導され周方向に流れることができ、そして、円筒部２１
の上端部から廃水を取り入れることができ、入口部９において渦流が発生しやすくなる。
この結果、堰部８によって堰き止められた廃水の水面付近で浮上する汚濁物（特に油分）
を、廃水の渦流に巻き込ませて下部室６へと流しやすくなる。
　また、廃水の取り入れ口となる円筒部２１の上端の開口は、入口部９（管部材９ａ）中
で最も面積が小さく設定されており、オリフィスを構成している。
【００５２】
　［３．３　入口部９の（導水管）について］
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　図３で説明したように、管部材９ａは分解可能な構成である。つまり、円筒部２１を有
する第２部材９ａ－２及び放出口を有している第３部材９ａ－３は、第１部材９ａ－１か
ら取り外し可能である。このため、第３部材９ａ－３を、異なる長さのものに取り替える
ことができ、この結果、管部材９ａ（導水管）の全長を変更することができる。
　なお、第３部材９ａ－３の取り替えを容易とするために、この第３部材９ａ－３は、上
方へ延び上部室５で露出している把手２４を有している。作業者はこの把手２４を引き上
げることで簡単に第３部材９ａ－３を取り外すことができ、また、この把手２４を用いて
、第３部材９ａ－３を簡単に取り付けることができる。
【００５３】
　このように、管部材９ａの全長を変更することで、下部室６の深さや、廃水の流入量に
応じて、当該管部材９ａの放出口の高さ位置を変更することができる。また、この全長を
長くすることで、廃水の流速を制御することもできる（例えば平均化することができる）
。なお、管部材９ａの全長の変更は、前記のとおり第３部材９ａ－３を取り替えることに
より行ってもよいが、管部材９ａを例えば蛇腹構造として伸縮する構成とすることにより
行ってもよい。
【００５４】
　［３．４　堰部８のフィルター２５について］
　図６に示しているように、堰部８には、越流する廃水と共に流れようとする異物を受け
止めるフィルター２５が設けられている。フィルター２５は、網部材（スクリーン）から
なり、その下部が堰部８に取り付けられており、フィルター２５の上端は堰部８の頂部よ
りも高く設定され、さらには、フィルター２５の上端は、堰部８を越流する廃水の高さよ
りも高くなるように設定されている。
　例えばペットボトル等の大型の浮遊物は、堰部８によって堰き止められた廃水の水面付
近を浮いたままであり、入口部９から下部室６内へは流入しない場合があり、槽本体４２
で回収できないが、このフィルター２５によれば、このような浮遊物を槽本体４２で回収
することが可能となる。
【００５５】
　また、図示しないが、フィルター２５の一部を下流側（第２領域１２側）へ膨らませた
形状としてもよく、この場合、膨らませた領域に異物を溜めることができ、異物の回収が
容易となる。なお、廃水が堰部８を越流する場合は、廃水の処理槽４への流入量が想定さ
れている値よりも多くなった非常時であり、それ以外の通常時では流入した廃水はすべて
堰部８に堰き止められ、下部室６、出口部１０、及び第２領域１２を経てから外部へ排出
される。
【００５６】
　［３．５　下部室６の堰板２６について］
　図９（ａ）は、汚濁物捕捉用構造体１及び処理槽４を側面から見た断面図であり、図９
（ｂ）は、上から見た断面図である。この汚濁物捕捉用構造体１は、下部室６に設置した
堰板２６を備えている。堰板２６は、廃水を通過させる複数のスリット２６ａが形成され
た板部材からなり、スリット２６ａそれぞれは、縦長の細い長孔からなる。
　また、堰板２６は、下部室６の内径とほぼ同一の幅寸法を有し、管部材９ａの下端にあ
る排出口及び管部材１０ａの下端にある吸入口よりも上に位置する高さを有し、下部室６
をほぼ入口部９側と出口部１０側とに区画している。なお、図９（ａ）において、底壁４
ｅ上に堆積している堆積物Ｓは、廃水に含まれており沈殿した汚濁物である。
【００５７】
　上部室５から下部室６へと流れた廃水は、下部室６内を周方向に循環して流れようとす
るが、スリット２６ａを通過した廃水の流速は、より一層遅くなる。このように、廃水の
流速を遅くすることで、前記堆積物Ｓが撹拌されるのを防ぎ、かつ、下部室６で浮遊して
いる汚濁物を、沈殿物として底壁４ｅ上に堆積させやすくなり、また、浮上物Ｆとして下
部室６で捕捉しやすくしている。また、堰板２６の上端は、区画床７の本体部１３の下面
よりも低く設定されている。これにより、浮上物Ｆの捕捉許容量を減らすことがなく、ま
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た、浮上物Ｆの捕捉の邪魔とならない。
【００５８】
　［３．６　上部室５の第２領域１２について］
　図２に示している堰板８の頂部８ｔは直線状であり、この頂部８ｔから廃水は越流する
。堰部８を越流した廃水は、第２領域１２へ落下し、その後、流出口４３を通じて槽本体
４２外へ排出される。このために、第２領域１２は、出口部１０から流れ出た廃水及び堰
部８から越流した廃水を、槽本体４２の側壁４ｂに形成された流出口４３を通じて槽本体
４２外へと流出させるために、当該廃水を一時的に受け入れる領域であって前記側壁４ｂ
に沿った外周輪郭形状を有している。
　図２では、槽本体４２の中心Ｃを基準とした第２領域１２の平面的な広がりを示す角度
θ（第２領域１２の範囲）は、おおよそ９０°である。この実施形態では、流入口４１の
軸線４１ｃと流出口４３の軸線４３ｃとが中心Ｃを通る一直線上に配置されているため、
第２領域１２の廃水は、流出口４３へ流れることができる。
【００５９】
　なお、流入口４１の軸線４１ｃに対して流出口４３の軸線４３ｃが、図示しないが３０
°程度、折れ曲がっていても、この実施形態により対応可能である。
　しかし、流入口４１の軸線４１ｃに対して流出口４３の軸線４３ｃが、９０°程度、折
れ曲がっている場合、前記各実施形態の汚濁物捕捉用構造体１では対応できない。そこで
、図１０に示している汚濁物捕捉用構造体１によれば、この場合であっても対応可能であ
る。
【００６０】
　図１０は、汚濁物捕捉用構造体１の変形例を示している平面図である。この汚濁物捕捉
用構造体１は、前記各実施形態と、区画床７、堰部８、入口部９、出口部１０、及び中空
管１９それぞれについて、各機能を発揮するための基本構成は同じである。しかし、この
実施形態では、第２領域１２の外周輪郭形状は、側壁４ｂの全内周の内の半周以上に及ぶ
長さを有している形状である。つまり、第２領域１２は、第１領域１１以外の範囲として
、区画床７の外周部に沿って、区画床７上で１８０°以上（θ≦１８０°）の範囲を有し
ている。本実施形態では、θ＝３００°の範囲を有しており、図１０においてクロスハッ
チで示している領域が第２領域１２であり、その他の領域が第１領域１１である。
【００６１】
　この汚濁物捕捉用構造体１によれば、流入口４１と流出口４３とが直線上に配置されて
いなくても、つまり、図１０に示しているように、流入口４１と流出口４３との向かう方
向が９０°程度、折れ曲がっていても、汚濁物捕捉用構造体１を改造することなく適用す
ることができる。
　図１０の汚濁物捕捉用構造体１では、堰部８（頂部８ｔ）を平面視、１８０°に広がっ
た半円形とすることで、越流長（頂部８ｔ）が短くなるのを防いでいる。さらに、図２に
比べて床部７ｂが狭くなっており、床部７ｂの両側には、堰部８の頂部８ｔ以上の高さの
壁２７が設けられている。
【００６２】
　また、図１１は、汚濁物捕捉用構造体１の変形例を示している斜視図である。この汚濁
物捕捉用構造体１は、図１０の形態と比較して、区画壁７の大きさ、堰部８の形状、出口
部９の直径、及び中空管１９の配置が異なるが、区画床７、堰部８、入口部９、出口部１
０、及び中空管１９それぞれについて、各機能を発揮するための基本構成は同じである。
また、図１１の汚濁物捕捉用構造体１は、図１のものよりも大型の処理槽４に好適である
。
【００６３】
［４　処理槽４について］
　前記各実施形態の処理槽４（図１参照）の上壁４ａ、側壁４ｂ、及び底壁４ｅを、コン
クリート製とすることができるが、その他の材質であってもよい。例えば、特に、処理槽
４を新設する場合、樹脂製とすることができ、図１３（ａ）に示しているように、周方向



(14) JP 2012-7308 A 2012.1.12

10

20

30

及び軸方向それぞれに関して複数に分割された側壁用の分割シェル５１によって、処理槽
４の側壁４ｂを構成してもよい。また、処理槽４の底壁４ｅも樹脂製である底用の分割シ
ェル５２によって構成することができる。
　図１３（ａ）の実施形態では、側壁４ｂは周方向に二分割されており、その二分割され
た分割シェル５１は、図１３（ｂ）に示すとおり半円形状を有している。そして、図１３
（ａ）の実施形態では、底壁４ｅとして一つの皿形状の分割シェル５２が設けられ、その
上にある側壁４ｂは、軸方向（高さ方向）に７分割されている。
【００６４】
　このように、樹脂製の分割シェル５１，５２によって処理槽４が構成される場合、当該
分割シェル５１，５２は軽量となるため、処理槽４を新設する作業が容易となる。また、
強度を確保するために、分割シェル５１，５２をＦＲＰとするのが好ましい。また、図１
３（ｂ）に示す分割シェル５１を採用することで、処理槽４の高さを自在に変更すること
が可能となる。
【００６５】
　また、本発明は、図例の形態に限らず本発明の範囲内において他の形態のものであって
もよい。例えば、図１では、処理槽４の流入口４１が側壁４ｂに形成されている形態につ
いて説明したが、流入口４１は、上壁４ａに形成されていてもよい。この場合、廃水は第
１領域１１上に落下する形態となる。
　また、前記各実施形態では、処理槽４を地中に設置する場合として説明したが、処理槽
４を地上に設置してもよい。特に地上に設置する場合、処理槽４を樹脂製とするのが好ま
しい（図１３参照）。
　また、中空管１９（図１参照）を有することで、検査用の棒部材（図示せず）を、この
中間管１９を通過させることで、下部室６での沈殿物の堆積量を測る作業が可能となる。
【符号の説明】
【００６６】
１：汚濁捕捉装置、　　４：処理槽、　　５：上部室、　　６：下部室、　　７：区画床
、　　８：堰部、　　９：入口部、　　１０：出口部、　　１１：第１領域、　　１２：
第２領域、　　１５：取り付け部、　　１７：ボルト（固定部材）、　　１９：中空管（
把手）、　　２０：ヒンジ部、　　２２：点検窓、　　４１：流入口、　　４２：槽本体
、　　４３：流出口　　１１７：固定部材
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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